
    

第５章第５章第５章第５章    

１１１１    計画計画計画計画

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

主要施策

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

的な取組みへつなげます。

２２２２    推進体制推進体制推進体制推進体制

障がい者施策は、福祉・保健・医療・

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

努めます。

３３３３    計画計画計画計画

「中央市

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

果的な計画となるよう見直しについて検討します。

 

 

    計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて

計画計画計画計画のののの周知周知周知周知・・・・

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

主要施策などについて、広報紙、

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

的な取組みへつなげます。

推進体制推進体制推進体制推進体制のののの構築構築構築構築

障がい者施策は、福祉・保健・医療・

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

努めます。 

計画計画計画計画のののの点検点検点検点検・・・・

「中央市 第２次障がい者計画」は平成

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

果的な計画となるよう見直しについて検討します。

計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて

・・・・啓発啓発啓発啓発    

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

などについて、広報紙、

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

的な取組みへつなげます。 

構築構築構築構築    

障がい者施策は、福祉・保健・医療・

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

・・・・評価評価評価評価    

第２次障がい者計画」は平成

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

果的な計画となるよう見直しについて検討します。

計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて計画の推進に向けて    

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

などについて、広報紙、市のホームページ

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

 

障がい者施策は、福祉・保健・医療・

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

第２次障がい者計画」は平成

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

果的な計画となるよう見直しについて検討します。
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市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

市のホームページ

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

障がい者施策は、福祉・保健・医療・保育・教育・就労・生活環境等多くの分野にまた

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

第２次障がい者計画」は平成 29 年度から平成

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

果的な計画となるよう見直しについて検討します。

    

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

市のホームページ、ガイドブック

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

教育・就労・生活環境等多くの分野にまた

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

年度から平成 35

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

果的な計画となるよう見直しについて検討します。 

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

、ガイドブックなど、様々な媒体を通

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

教育・就労・生活環境等多くの分野にまた

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

35 年度までの７年間を計画期

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

基づき、計画の進行管理・進捗についての評価を適宜行います。 

また、必要に応じて当該施策・事業の必要性等について関係団体・機関と協議し、社会

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

など、様々な媒体を通

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

教育・就労・生活環境等多くの分野にまた

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の

年度までの７年間を計画期

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

機関と協議し、社会

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効

市民の障がい福祉に対する意識の高揚を図るため、計画の趣旨や基本理念、基本目標、

など、様々な媒体を通

して周知するとともに、各種イベントや行事において広報・啓発活動を行うことで、主体

教育・就労・生活環境等多くの分野にまた

がっており、障がいの特性やライフステージに応じたきめ細かで一貫したサービスを提供

していくためには関係機関が連携し、総合的な取組みを実践していくことが必要です。 

また、本計画を推進し、障がいのある人が住み慣れた地域でともに生活し、活動できる

社会を実現していくためには、行政による対応だけでなく、市民をはじめ、障がい者団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、中央市社会福祉協議会などの多くの地域関係団体・機関

の参加と行動が不可欠です。それらの関係団体・機関と相互に連携を図り、計画の推進に

年度までの７年間を計画期

間としていますが、本計画の着実な実行に努めるため、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

機関と協議し、社会

情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に対応するため、計画期間内であっても、効
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    料料料料        編編編編            



１１１１    障障障障がいがいがいがい

平成18年４月

●身体・知的・精神の

●支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入

平成19年９月

●障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

を保障、障がいに基づく差別を禁止

平成22年６月

●「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重

●基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

 

 

 

 

平成 22 年

制度改革推進会議」にて「障

害者制度改革の推進のための

第二次意見」を

平成平成平成平成 23232323 年年年年

「障害者基本法」改正「障害者基本法」改正「障害者基本法」改正「障害者基本法」改正

●公布日（8

一部は政令で定める日

●推進会議の第二次意見に

基づき改正案を策定

●差別の禁止、教育・選挙に

おける配慮等を規定

平成平成平成平成 25252525 年年年年

「「「「第３次第３次第３次第３次障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」

（平成（平成（平成（平成 25252525～～～～

●５年計画に変更

●基本原則の見直し（地域社

会における共生、差別の禁

止、国際的協調、障害者の

自己決定の

●安全・安心、差別の解消及

び 権利擁護の推進、行政

サービス等における配慮の

３分野追加

がいがいがいがい者制度改革者制度改革者制度改革者制度改革

年４月～「障害者自立支援法」施行

身体・知的・精神の３障がいのサービスを一元化

支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入

年９月署名～「障害者の権利に関する条約」に署名（※

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

を保障、障がいに基づく差別を禁止

年６月閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重

基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

人格を認めあう共生社会の実現

    

    

    

    

    

    

年 12 月の「障がい

制度改革推進会議」にて「障

害者制度改革の推進のための

第二次意見」をとりまとめ 

年年年年８８８８月成立月成立月成立月成立    

「障害者基本法」改正「障害者基本法」改正「障害者基本法」改正「障害者基本法」改正    

8 月 5 日）施行

一部は政令で定める日

推進会議の第二次意見に

基づき改正案を策定 

差別の禁止、教育・選挙に

おける配慮等を規定    

年年年年９９９９月閣議決定月閣議決定月閣議決定月閣議決定

障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」

～～～～29292929 年度）年度）年度）年度）    

５年計画に変更 

基本原則の見直し（地域社

会における共生、差別の禁

止、国際的協調、障害者の

自己決定の 尊重） 

安全・安心、差別の解消及

権利擁護の推進、行政

サービス等における配慮の

３分野追加    

者制度改革者制度改革者制度改革者制度改革のののの動向動向動向動向

～「障害者自立支援法」施行

障がいのサービスを一元化

支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入

署名～「障害者の権利に関する条約」に署名（※

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

を保障、障がいに基づく差別を禁止

閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重

基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

人格を認めあう共生社会の実現

    

    

    

    

がい者

制度改革推進会議」にて「障

害者制度改革の推進のための

 

「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の

一部改正一部改正一部改正一部改正

●公布日（平成

施行

・

●平成

・

●平成

・

・

    

日）施行 

一部は政令で定める日 

推進会議の第二次意見に

 

差別の禁止、教育・選挙に

    

平成平成平成平成

（（（（平成平成平成平成

「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定

●

●

●

月閣議決定月閣議決定月閣議決定月閣議決定    

障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」    

基本原則の見直し（地域社

会における共生、差別の禁

止、国際的協調、障害者の

安全・安心、差別の解消及

権利擁護の推進、行政

サービス等における配慮の

動向動向動向動向    

～「障害者自立支援法」施行 

障がいのサービスを一元化

支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入

署名～「障害者の権利に関する条約」に署名（※

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

を保障、障がいに基づく差別を禁止 

閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重

基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

人格を認めあう共生社会の実現

「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の

一部改正一部改正一部改正一部改正    

公布日（平成 22

施行 

・発達障害が障害者自立支

援法の対象になることの

明確化 

平成 23 年 10 月

・グループホーム利用の助成

平成 24 年４月

・応能負担原則への見直し

・支給決定プロセスの見直し

平成平成平成平成 24242424 年年年年６月６月６月６月

平成平成平成平成 25252525 年年年年４月４月４月４月

「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定

社会モデルに基づく理念の

具体化 

CH と GH の統合、重度訪

問介護の範囲拡大、難病

患者への支援など

地域生活支援事業の追加

44 

 

 

障がいのサービスを一元化 

支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入

 

署名～「障害者の権利に関する条約」に署名（※

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

 

閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重

基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

人格を認めあう共生社会の実現 

 

 

 
「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の「障害者自立支援法」等の    

22 年12 月10 日）

発達障害が障害者自立支

援法の対象になることの

月 1 日施行 

グループホーム利用の助成

年４月 1 日施行 

応能負担原則への見直し

支給決定プロセスの見直し

６月６月６月６月成立成立成立成立    

４月４月４月４月施行）施行）施行）施行）    

「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定

社会モデルに基づく理念の

の統合、重度訪

問介護の範囲拡大、難病

患者への支援など 

地域生活支援事業の追加

支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）の導入 等 

署名～「障害者の権利に関する条約」に署名（※平成

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重

基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

    

日）

発達障害が障害者自立支

援法の対象になることの

 

グループホーム利用の助成 

応能負担原則への見直し 

支給決定プロセスの見直し 

「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定「障害者総合支援法」制定    

社会モデルに基づく理念の

の統合、重度訪

問介護の範囲拡大、難病

地域生活支援事業の追加 

平成平成平成平成 23232323

（（（（平成平成平成平成 24242424

「「「「障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対す害者の養護者に対す害者の養護者に対す害者の養護者に対す

る支援等に関する法る支援等に関する法る支援等に関する法る支援等に関する法

律律律律」制定」制定」制定」制定

●国や地方公共団体、福

祉施設従事者等に障害

者虐待の防止等の責務

●障害者虐待を受けたと

思われる障害者を発見

した者に対する通報の

義務

平成平成平成平成 25252525

（（（（平成平成平成平成

「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制

●「不当な差別的取扱い

の禁止」と「合理的配慮

の提供」

●国・都道府県・市町村な

どの役所による「対応要

領」の作成及び事業を

所管する国の役所によ

る「対応指針」の作成

平成26年１月批准

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重 

基本的考え方：障がいの有無に関わらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、

23232323 年年年年６６６６月成立月成立月成立月成立

24242424 年年年年 11110000 月施行）月施行）月施行）月施行）

障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対す害者の養護者に対す害者の養護者に対す害者の養護者に対す

る支援等に関する法る支援等に関する法る支援等に関する法る支援等に関する法

」制定」制定」制定」制定    

国や地方公共団体、福

祉施設従事者等に障害

者虐待の防止等の責務

障害者虐待を受けたと

思われる障害者を発見

した者に対する通報の

義務 

25252525 年年年年６６６６月成立月成立月成立月成立

平成平成平成平成 28282828 年年年年４４４４月施行）月施行）月施行）月施行）

「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制

「不当な差別的取扱い

の禁止」と「合理的配慮

の提供」 

国・都道府県・市町村な

どの役所による「対応要

領」の作成及び事業を

所管する国の役所によ

る「対応指針」の作成

年１月批准） 

障がい者の市民的、政治的権利、アクセスの確保、教育・労働・雇用・社会保障の権利など

閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」について 

月成立月成立月成立月成立    

月施行）月施行）月施行）月施行）    

障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対す害者の養護者に対す害者の養護者に対す害者の養護者に対す

る支援等に関する法る支援等に関する法る支援等に関する法る支援等に関する法

国や地方公共団体、福

祉施設従事者等に障害

者虐待の防止等の責務 

障害者虐待を受けたと

思われる障害者を発見

した者に対する通報の

（中央市の主な動き

◎中央市誕生

 

◎中央市障害者計画・

◎

◎

◎

◎

 

 

 

◎

◎

◎

◎

◎

 

月成立月成立月成立月成立    

月施行）月施行）月施行）月施行）    

「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制「障害者差別解消法」制定定定定    

「不当な差別的取扱い

の禁止」と「合理的配慮

国・都道府県・市町村な

どの役所による「対応要

領」の作成及び事業を

所管する国の役所によ

る「対応指針」の作成 

（中央市の主な動き

◎中央市誕生 

(平成 18 年２月

 

◎中央市障害者計画・

障害福祉計画策定

(平成 19 年３月

◎中央市発達障害児

等生活支援事業開

(平成 20 年６月

◎中央市障害児

活動支援センター事

開始(平成 20

◎中央市第２期

障害福祉計画策定

(平成 21 年３月

◎中央市地域生活支援

事業開始 

(平成 21 年７月

 

 

 

◎中央市第３期

障害福祉計画策定

(平成 24 年３月

◎中央市障害者日常生

用具給付事業開始

(平成 24 年４月

◎中央市・昭和町障がい者

相談支援センター開設

(平成 24 年４月

◎中央市・昭和町障がい者

虐待防止センター開設

(平成 24 年 10

◎中央市・昭和町

支援協議会の設置

 (平成 25 年６月

（中央市の主な動き） 

 

年２月) 

◎中央市障害者計画・ 

障害福祉計画策定 

年３月) 

中央市発達障害児(者) 

等生活支援事業開始 

年６月) 

中央市障害児(者)地域 

活動支援センター事業 

20 年６月) 

中央市第２期 

障害福祉計画策定 

年３月) 

中央市地域生活支援 

年７月) 

中央市第３期 

障害福祉計画策定 

年３月) 

中央市障害者日常生活 

用具給付事業開始 

年４月) 

中央市・昭和町障がい者 

相談支援センター開設

年４月) 

中央市・昭和町障がい者 

虐待防止センター開設

10 月) 

昭和町自立 

支援協議会の設置 

年６月) 



 

 

 

 

 

    

 

平成平成平成平成 30303030 年年年年策定予定策定予定策定予定策定予定

「「「「第４次第４次第４次第４次障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」

（平成（平成（平成（平成 30 30 30 30 ～～～～

●基本的指針は未定

 

    

    

    

    

    

    

 

共生社会の実現共生社会の実現共生社会の実現共生社会の実現

策定予定策定予定策定予定策定予定    

障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」

～～～～34343434 年度）年度）年度）年度）    

基本的指針は未定 

 

    

    

    

    

    

 

「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関

する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部

改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障

害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病

等）が拡大等）が拡大等）が拡大等）が拡大

●平成

130

●平成

151

共生社会の実現共生社会の実現共生社会の実現共生社会の実現    「「「「障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ

（平成（平成（平成（平成

「障害者「障害者「障害者「障害者

一部改正一部改正一部改正一部改正

●平成

差別の禁止、合理的配慮の提供義

務、苦情処理・紛争解決援助を規定

●平成

法定雇用率の算定基礎の見直し

平成平成平成平成 30303030

「「「「第５期第５期第５期第５期

（平成（平成（平成（平成

●基本的指針は未定

 

平成平成平成平成

「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び

児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法

律」律」律」律」制定制定制定制定

●公布日（

医療的ケアを要する障害児が適切な

支援を受けられるよう、自治体におい

て保健・医療・福祉等の連携促進する

ことを規定

●平成

障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」    

    

 [障がい者制度改革の動向続き

  

「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関

する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部

改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障

害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病

等）が拡大等）が拡大等）が拡大等）が拡大    

平成 27 年１月（第１次）

130 疾病 → 151

平成 27 年７月（第２次）

151 疾病 → 332

障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ

（平成（平成（平成（平成 26262626 年年年年２２２２月月月月 19191919

「障害者「障害者「障害者「障害者雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進

一部改正一部改正一部改正一部改正    

平成 28 年４月施行

差別の禁止、合理的配慮の提供義

務、苦情処理・紛争解決援助を規定

平成 30 年４月施行

法定雇用率の算定基礎の見直し

30303030 年年年年策定予定策定予定策定予定策定予定

第５期第５期第５期第５期障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」

（平成（平成（平成（平成 30303030～～～～    32323232 年度）年度）年度）年度）

基本的指針は未定

平成平成平成平成 22228888 年年年年５月５月５月５月成立成立成立成立

「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び

児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法

制定制定制定制定    

公布日（平成 28

医療的ケアを要する障害児が適切な

支援を受けられるよう、自治体におい

て保健・医療・福祉等の連携促進する

ことを規定 

平成 30 年４月全面施行

45 

障がい者制度改革の動向続き

 

 

 

 

「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関

する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部

改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障

害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病

年１月（第１次） 

151 疾病へ拡大

年７月（第２次） 

332 疾病へ拡大

障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ

19191919 日～）日～）日～）日～） 

雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進法」法」法」法」のののの    

施行 

差別の禁止、合理的配慮の提供義

務、苦情処理・紛争解決援助を規定

年４月施行 

法定雇用率の算定基礎の見直し

策定予定策定予定策定予定策定予定    

障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」障害者基本計画」    

年度）年度）年度）年度）    

基本的指針は未定 

成立成立成立成立    

「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び

児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法

28 年６月３日）施行

医療的ケアを要する障害児が適切な

支援を受けられるよう、自治体におい

て保健・医療・福祉等の連携促進する

年４月全面施行 

障がい者制度改革の動向続き] 

「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関「難病の患者に対する医療等に関

する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部する法律及び児童福祉法の一部

改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障改正法」が成立したことに伴い、障

害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病害者総合支援法対象疾病（難病

疾病へ拡大 

疾病へ拡大 

障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ障害者の権利に関する条約」を批准へ    

差別の禁止、合理的配慮の提供義

務、苦情処理・紛争解決援助を規定 

法定雇用率の算定基礎の見直し 

「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び総合的に支援するための法律及び

児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法児童福祉法の一部を改正する法

年６月３日）施行 

医療的ケアを要する障害児が適切な

支援を受けられるよう、自治体におい

て保健・医療・福祉等の連携促進する
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サービス事業開始
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◎ヘルプカード配布事業
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◎中央市第２次

障がい者計画策定

(平成

 

 

（中央市の主な動き）

中央市第４期 

障がい福祉計画策定

平成 27 年３月) 

手話通訳者を福祉課に

配置 

平成 27 年４月) 

障害者(児)施設入浴

サービス事業開始

平成 28 年４月) 

ヘルプカード配布事業

開始（平成 28 年９月

中央市第２次 

障がい者計画策定

平成 29 年３月) 

（中央市の主な動き） 

障がい福祉計画策定 

 

手話通訳者を福祉課に

 

施設入浴 

サービス事業開始 

 

ヘルプカード配布事業 

年９月) 

障がい者計画策定 
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 区分

１ 

有識者２ 

３ 

４ 

地域

関係者
５ 

６ 

７ 

障がい

関係者
８ 

９ 

10 

福祉事業

従事者

11 

12 

13 

14 

中央市第中央市第中央市第中央市第２２２２次地域福祉計画次地域福祉計画次地域福祉計画次地域福祉計画

区分 

有識者 

地域福祉 

関係者 

障がい福祉 

関係者 

福祉事業 

従事者 
阿諏訪
あ す わ

次地域福祉計画次地域福祉計画次地域福祉計画次地域福祉計画

氏  名 

井口
い ぐ ち

 俊和
としかず

 

長島
ながしま

 幹夫
み き お

 

吉留
よしとめ

 光
みつ

廣
ひろ

 

田中
た な か

 輝美
て る み

 

後藤
ご と う

 正興
まさおき

 

鷹野
た か の

 壽
とし

江
え

 

鷹野
た か の

 利美
と し み

 

馬場
ば ば

 正江
ま さ え

 

矢島
や じ ま

 良樹
よ し き

 

渡邊
わたなべ

 信子
の ぶ こ

 

坂本
さかもと

 桂
かつら

 

浦野
う ら の

 友
とも

美
み

 

阿諏訪
あ す わ

 勝夫
か つ お

田中
た な か

 浩夫
ひ ろ お

 

相田
あ い だ

 幸子
さ ち こ

 

次地域福祉計画次地域福祉計画次地域福祉計画次地域福祉計画・・・・障障障障

 

 中央市自治会長会副会長

 

中央市民生委員児童委員協議会会長

 

 中央市議会議員

 ことぶきクラブ連合会会長

 塩の会会長

 愛育会会長

 中央市障害者福祉会会長

 中央市心身障害児者父母の会会長

 中央市・昭和町聴覚

 中央市社会福祉協議会

 障がい者支援施設

勝夫
か つ お

 中央市・昭和町障がい者相談支援センター相談員

 中央市役所

 中央市役所

46 

障障障障がいがいがいがい者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿

中央市自治会長会副会長

中央市民生委員児童委員協議会会長

中央市議会議員 厚生常任委員長

ことぶきクラブ連合会会長

塩の会会長 

愛育会会長 

中央市障害者福祉会会長

中央市心身障害児者父母の会会長

中央市・昭和町聴覚

中央市社会福祉協議会

障がい者支援施設 

中央市・昭和町障がい者相談支援センター相談員

中央市役所 高齢介護課

中央市役所 健康推進課

者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿

役 職 名

中央市自治会長会副会長 

中央市民生委員児童委員協議会会長

厚生常任委員長

ことぶきクラブ連合会会長 

中央市障害者福祉会会長 

中央市心身障害児者父母の会会長

中央市・昭和町聴覚障害者協会代表

中央市社会福祉協議会 事務局長

 ル・ヴァン

中央市・昭和町障がい者相談支援センター相談員

高齢介護課 課長

健康推進課 保健師長

者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿

名 

中央市民生委員児童委員協議会会長 

厚生常任委員長 

中央市心身障害児者父母の会会長 

者協会代表 

事務局長 

ル・ヴァン サービス管理責任者

中央市・昭和町障がい者相談支援センター相談員

課長 

保健師長 

者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿者計画策定委員名簿    

サービス管理責任者 

中央市・昭和町障がい者相談支援センター相談員 

備考 
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副会長 
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第２次障がい者計画

29 年３月発行
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fukushi@city.yamanashi

障がい者計画

年３月発行 

2266 番地（玉穂庁舎）

8544 

1124 

fukushi@city.chuo.yamanashi.jp

fukushi@city.yamanashi

障がい者計画 

番地（玉穂庁舎） 

fukushi@city.chuo.yamanashi.jp 

fukushi@city.yamanashi-chuo.lg.jpchuo.lg.jp 
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